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平成２４年３月 

伊 豆 市

【計画策定の趣旨】 

本市では、「第 1 次伊豆市総合計画後期基本計画」を平成 22 年度にまとめ、これからも住み続けたいと

思えるようなまちづくりを求めて、将来像を「人あったか・まちいきいき・自然つやつや 伊豆市」とし、

その実現を目指しています。 

廃棄物の処理については、平成 18 年度に一般廃棄物処理基本計画を策定し、ごみの発生抑制、資源化、

適正処理を推進してきました。合併前に異なっていた分別区分や排出方法の統一化、収集品目や収集回数

の見直し、平成 22 年度より燃やせるごみ、粗大ごみを対象に有料化を実施してきました。策定から５年

が経過するなか、資源物及び廃棄物を取り巻く社会情勢が変化しており、経済の動き、人口減少や高齢化

の進行、地球環境や資源エネルギー問題など、時勢を捉えた柔軟な対応が求められています。市民・事業

者・行政が連携し、共に行動することによって、人と環境にやさしい循環型社会の形成を推進する必要が

あります。また、ごみ処理の効率化・合理化を目指し、ごみ処理の広域化の実現をはかるため、伊豆の国

市と新ごみ処理施設の整備を推進しているところです。 

一方、水環境の保全については、生活排水による河川への負荷を軽減するため、より一層、下水道等及

び合併浄化槽の整備、普及を推進していかなければなりません。また、し尿及び浄化槽汚泥の処理を行っ

ているし尿処理施設については、処理水質の変化とともに老朽化による処理能力の低下が著しく、可能な

限り早期に施設を更新する必要があります。 

こうした課題を考慮し、解決へ向けた取組みを強化するため、一般廃棄物処理計画を見直すものです。



 １

第1章  基本的事項 

1－1 計画の位置づけ 

本計画の位置づけを次に示します。 

図 1－1－1 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－1－1 本計画の位置づけ 

 

 

1－2 計画目標年度 

本計画は、初年度を平成24年度、目標年度を平成33年度、計画期間を10年間とし

ます。 

 

 

 

図 1－2－1 計画目標年度 

 

（ 個 別 計 画 ） 

一 般廃 棄 物 処 理基 本 計 画

（ 実 施 計 画 ） 

一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画

第 1 次 伊 豆 市 総 合 計 画  

【 将 来 像 ： 人 あ っ た か ・ ま ち い き い き ・ 自 然 つ や つ や 伊 豆 市 】  

～ 世代を超えた 支えあいと想像のまちづくりをめざして ～ 

  
 

〔 国 計 画 等 〕  

・基本方針 

・循環型社会形成推進基本計画等

（必要に応じて見直します） 

平成 24 年度 

初年度 

平成 28 年度 

中間目標年度 

平成 33 年度 

計画目標年度 

関連 〔 静 岡 県 計 画 〕  
・ふじのくに廃棄物減量化計画 

・静岡県生活排水処理長期計画等

〔近 隣市 町 〕  
・一般廃棄物処理基本計画 

・伊豆の国市・伊豆市広域 

一般廃棄物処理施設基本構想等

〔 関 連 法 等 〕  

・廃棄物の処理及び清掃

に関する法律 

・伊豆市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例 

◇誰もが健康で安心して暮らせるまち

◇魅力と活力を創造するまち 

◇美しい環境に囲まれたまち 

◇豊かな心を育むまち 

◇安全・快適に暮らせるまち 

◇地域が主体となるまち 

（環境に関する基本的な施策の方向）

伊 豆 市 環 境 基 本 条 例

平 成 2 5 年 度 策 定 予 定
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第2章  ごみ処理基本計画 

2－1 課題の整理 

課題１ ごみ排出抑制を推進する 

本市のごみ排出量及び原単位は、減少傾向を示していますが平成21年度の原

単位1,004g/人･日は、国（994g/人･日）を上回り、県（1,012g/人･日）を下回

っています。さらに類似自治体の平均値1,117g/人･日を下回っています。 

現状にとどまることなく、ごみの発生抑制・減量化に係る取り組みを継続、

拡充し、市民・事業者の排出抑制、資源化を喚起していくことが課題となりま

す。 

 

課題２ ごみの資源化を推進する 

本市の平成21年度のリサイクル率は、25.1％となっており、国平均（20.5％）、

県平均（21.6％）、類似自治体平均（21.2％）を上回っています。しかし、本

市の平成22年度実績は、23.4％に減少しています。今後、さらなるリサイクル

を進め、貴重な資源の有効活用を図る取り組みが必要です。 

 

課題３ 事業系ごみ対策を推進する 

本市のごみの特徴として、事業系ごみの占める割合が高く（40%）、ごみ排出

量に占める割合は、国平均（29%）、県平均（27%）、類似団体平均（31%）を上

回っています。こうしたことから、原単位が高い要因として事業系ごみの影響

が考えられます。 

事業系ごみは排出者責任で処理・資源化することが原則であることから、事

業系ごみの発生抑制・減量化の取り組みを推進し、更なる削減を図ることが課

題となっています。 
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課題４ 収集・運搬を効率的・効果的に行う 

ごみ排出量（集団回収量を除く）の約75%を可燃ごみが占めています。その中

でも、清掃センターのごみの種類組成（平成21年度～平成22年度までの平均値）

は、紙・布が53.1％、厨芥類が22.9％、土肥戸田衛生センターのごみの種類組

成（平成21年度～平成22年度までの平均値）は、紙・布が37.8％、厨芥類が37.8％

となっており、可燃ごみには、紙・布類、厨芥物類が非常に多く含まれていま

す。 

処分量を削減し、リサイクル率の向上を図るために、排出段階における資源

ごみの分別徹底を推進する必要があります。 

 

課題５ 安全で安定した広域処理を行う 

安全かつ安定した処理を継続するために、本市において可能な限り処理量を

抑制するとともに、ごみ質の安定化を図る必要があります。 

また、本市では燃やせるごみは２施設で処理しており、施設の老朽化が進ん

でいます。エネルギー回収、温暖化防止対策など、効率的な処理のためにも施

設の集約化等の検討が必要です。また、隣接する伊豆の国市においても焼却処

理施設の老朽化がみられることから、両市の既設の焼却施設を統合し、広域で

の共同処理を行う準備を進めています。 

 

課題６ 処分量の削減を推進する 

残渣類の処分は、柿木一般廃棄物 終処分場、年川一般廃棄物 終処分場及

び民間の 終処分場で行っています。ごみの減量化、資源化を推進し、処分量

を削減することにより、既存 終処分場を延命化する必要があります。 
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2－2 ごみ処理基本方針 

2－2－1 基本理念 

ごみ処理問題を解決していくためには、大きな目的である環境負荷の低減を目指

すとともに、減量化、資源化を推進することにより循環型社会の構築を目指すこと

が重要です。 

そこで、本計画では、環境負荷低減を目指した安心・安全な循環型社会を構築す

ることを理念として掲げ、この実現に向けたごみ処理システムをつくり上げていく

ものとします。 

 

 

2－2－2 基本方針 

基本目標を達成していくため、取り組みの柱となる基本方針を次のとおりとしま

す。 

 

<<基本理念>> 

環境負荷低減を目指した安心・安全な循環型社会の形成 

方針１：“もの”の発生及び排出抑制の推進 

対応する課題： 課題 1   課題 2   課題 3  

方針２：循環資源のリユース（再使用）、リサイクル（再生利用） 

対応する課題： 課題 1   課題 2   課題 3  

方針３：適正処理の確保 

対応する課題： 課題 4   課題 5   課題 6  

方針４：環境学習・啓発活動の推進 

対応する課題： 課題１  ～  課題 6  

方針５：環境負荷を低減するごみ処理システムの構築 

対応する課題： 課題５  
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2－2－3 基本目標達成のための役割 

基本目標を達成するため、市民・事業者・行政はそれぞれの立場において、それ

ぞれの役割を果たすことが重要となります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2－2－1 市民・事業者・行政の役割 

 

2－2－4 達成目標の設定 

１）減量化目標 

 

平成22年度実績 938ｇ/人・日 に対して、 

平成28年度までに 917g/人・日 以下（約2％減）とすることを目指します。 

平成33年度までに 900g/人・日 以下（約4％減）とすることを目指します。 

減量化目標

市民・事業者が連携した取り組み

資源の消費に伴う環境負荷を認

識し、商品の選択、購入、消費など

の行動を通して、大量消費型から環

境にやさしいライフスタイルに切

り替えていきます。 

  排出者としての自覚 

  ライフスタイルの見直し 

市市市   民民民 

商品の製造及び販売などに伴

う環境負荷を軽減するため、拡

大生産者責任に基づき、資源の

循環利用とごみの適正処理を行

い、地域社会全体のゼロエミッ

ションを目指します。 

  事業者の責務 

  資源循環を意識した事業展開 

事事事業業業者者者   

継続的発展を目指した循環

型社会の構築を目指し、ごみの

減量化・資源化に重点を置いた

取り組みを推進します。 

伊豆の国市と連携し、広域的

なごみ処理を整備します。 

行行行  政政政  
  参加しやすいごみ減量・リサイ

クルの仕組みづくり 

  適正処理・処分 

市市民民・・事事業業者者・・行行政政

のの協協働働にによよるる３３ＲＲのの

推推進進  

事業者と行政が連携した取り組み 
市民と行政が連携した取り組み 
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２）リサイクル率の目標 

 

３）最終処分量の削減目標 

 

 

４）ごみ排出量の見通し 

減量目標達成時のごみ排出量は、平成28年度に11,131t、平成33年度に10,370t

となり、平成22年度と比較してそれぞれ約7%、約14%の減少が見込まれます。 

11,947 11,779 11,614 11,451 11,290 11,131 10,974 10,819 10,667 10,515 10,370
11,993

931.3 927.8 924.3 920.8 917.3 913.8 910.3 903.2 900.0
934.8
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900.0

950.0

1,000.0
[g/人･日]

ごみ排出量 原単位

実績 予測

 

図 2－2－2 ごみ排出量の見通し 

 

平成22年度実績 1,356 t に対して、 

平成28年度までに1,218 t 以下（約10％減）とすることを目指します。 

平成33年度までに  417 t 以下（約69％減）とすることを目指します。 

最終処分量の削減目標

平成22年度実績 23% 

平成28年度に26%以上とすることを目指します。 

平成33年度に35%以上とすることを目指します。 

リサイクル率の目標
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５）資源化量の見通し 

分別資源回収、集団回収を継続するとともに、紙類等の資源回収を推進すること

によりリサイクル率を向上させます。また、平成30年度より焼却残渣の一部をリサ

イクルすることによりリサイクル率の向上が見込まれます。 

なお、表の集団回収以外の項目は全て中間処理後、資源化されるものです。 

671 729 718 709 699 690 681 671 663 656 647 639

1,031 1,072 1,093 1,111 1,131 1,152 1,170 1,185 1,203 1,220 1,234 1,244

552 554 555 555 553 552 551 549 547 544 542 539

719 705 692
556 556 550 545 539 533 528 522

517 512 506 501

734

24.4 24.8 25.1 25.5 25.9 26.3

34.2

23.4

33.9 34.6 34.9

26.7

2,911 2,916 2,920 2,922 2,927 2,930 2,927
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2,810

0
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3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 [年度]
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[%]

粗大ごみ処理、
缶選別・圧縮、びん類・ビン以外選別・保管

ストックヤード

委託・資源化施設 焼却残渣の資源化（スラグ化）

集団回収 リサイクル率

実績 予測

 

図 2－2－3 資源化量の見通し 

 

2－3 ごみ処理基本計画 

ごみ処理基本計画における取組の体系を図2－3－1に示します。 
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図 2－3－1 取組の体系 

 

「

環

境

負

荷

低

減

を

目

指

し

た

安

心

・

安

全

な

循

環

型

社

会

の

形

成

」 

目 標 達 成 に 向 け た 取 組  

達成目標基本理念 

  

課題１ 

ごみの排出抑制を推

進する 

ごみ処理の課題 

課題3 

事業系ごみ対策を推

進する 

課題4 

収集・運搬を効率的・

効果的に行う 

課題6 

処分量の削減を推進

する 

課題2 

ごみの資源化を推進

する 

課題5 

安全で安定した広域

処理を行う 

減量化の目標 

指標： 

排出量（g/人・日） 

 

平 成 33 年 度 ま で に

900g/人・日 以下 

（約4％減） 

資源化の目標 

指標：リサイクル率 

 

平成33年度までに35%

以上 

ごみ処理の

基本方針

最終処分量の減量目標 

指標：最終処分量 

（t/年） 

 

平 成 33 年 度 ま で に 

417 t 以下 

（約69％減） 

方針１ 

“もの”の発生及び排

出抑制の推進 

方針２ 

循 環 資 源 の リ ユ ー ス

（再使用）、リサイクル

（再生利用） 

方針３ 

適正処理の確保 

方針４ 

環境学習・啓発活動の

推進 

方針５ 

環境負荷を低減するご

み処理システムの構築 

番号 取組の内容

取組 1 教育、啓発活動の充実

取組 2 多量排出事業者に対する減量化指導の徹底

取組 3 飲食物容器、包装廃棄物等の排出抑制

取組 4 リユース食器の利用・普及

取組 5 再生利用品の需要拡大事業

取組 6 バイオマスの資源化と有効活用

取組 7 廃食油の資源化

取組 8 共同住宅管理者などへの指導

取組 9 有料化制度の効果分析

取組 10 各種助成

取組 1 資源の分別収集の活用

取組 2 生ごみの堆肥化

取組 3 レジ袋対策・マイバッグ運動

取組 4 使い捨て品の使用抑制、再生品の使用推進

取組 1 発生源における排出抑制

取組 2 過剰包装の自粛

取組 3 流通包装廃棄物の抑制

取組 4 使い捨て容器の使用抑制

取組 5 製品の長寿命化

取組 6 店頭回収等の実施

取組 7 事業者間の協力

取組 8 事業者の生ごみ資源化

取組 1 分別の徹底

取組 2 収集・運搬主体の原則

取組 1 新たな分別区分の検討

取組 2 収集形態の継続

取組 3 収集回数の検討

取組 4 市民サービスの充実

取組 5 収集・運搬車両による環境負荷低減・低公害車の促進

取組 6 ごみ集積所の管理徹底

取組 1 排出者責任の徹底

取組 2 許可業者による収集と直接搬入

取組 1 適正処理の推進

取組 2 適切な焼却処理の継続

取組 3 適切な破砕・資源化処理の継続と新施設整備

取組 1 新ごみ処理施設整備

取組 2 熱エネルギーの有効利用

取組 1 民間活用の推進

取組 2 資源化の拡充

取組 1 最終処分量の減量を目指したシステム構築

取組 2 既存一般廃棄物最終処分場の適正な維持管理

取組 3 最終処分場の確保

取組 1 処理体制の維持

取組 2 ガレキ対策

取組 3 県・近隣市町等との協力

取組 4 仮置場の確保

取組 1 市民との協働

取組 2 環境美化の推進

取組 1 適正な処理・処分の指導強化

取組 2 医療系廃棄物への対応強化

不法投棄対策の強化 取組 1 不法投棄対策の推進

取組項目

市民における方策

発
生
抑
制
・
資
源
化
計
画

事業者における方策

行政における方策

資源化の推進

最
終
処
分

計
画

最終処分対策

収
集
・
運
搬
計
画

基本的な事項

家庭系ごみの収集・運搬計画

事業系ごみの収集・運搬計画

中
間
処
理
計
画

適正処理の推進

広域処理

そ
の
他
の
事
項

災害廃棄物の処理・処分

市民・事業者・行政の連携

適正処理困難物への対応
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第3章  生活排水処理基本計画 

3－1 課題の整理 

課題１ 生活排水の処理率の向上 

本市の生活排水処理率はおよそ58％程度であり、依然として生活排水未処理

人口及び非水洗化人口が多く残っています。これら、生活排水が未処理となっ

ている世帯に対し、下水道等への接続を誘導するとともに、それぞれの処理区

域外では、合併処理浄化槽設置を働きかけていく必要があります。 

また、既存の施設や計画を踏まえ、生活排水処理技術の進歩、社会情勢の変

化、その地域における人口動態や処理施設の拡張等の必要性など将来を見通し、

地域における排水処理対策の重要性、地域住民の要望等をもとに、処理に必要

な経費とその負担のあり方、整備の開始から効果が現れるまでの期間等を考慮

し、必要に応じて既存計画の見直しを含めた検討が求められています。 

 

課題２ 新たなし尿処理施設の整備の検討 

し尿・浄化槽汚泥の処理については、現在、清掃センターし尿処理施設、土

肥衛生プラントの2つのし尿処理施設により処理を行っていますが、それぞれ稼

働から46年、48年が経過し、老朽化が心配されることや、現在の処理量が施設

の 大処理能力と乖離し、効率的な運転が難しくなることが心配されるため、

施設の統合を含め新たな施設の整備について検討していく必要があります。 

 

課題３ 生活排水処理の重要性を啓発するための広報・啓発活動 

市民に対し生活排水処理の重要性を啓発するために、広報、パンフレットな

どによりＰＲするとともに、合併浄化槽への転換時の助成の周知や、誘導策な

ど、市民による生活排水処理対策活動への参加推進の方策を講じる必要があり

ます。 

また、適切な浄化槽維持管理の必要性から、浄化槽の保守・点検、清掃及び

検査の徹底を図るよう指導していく必要があります。 
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3－2 生活排水処理の基本方針 

3－2－1 基本理念 

本市の良好な生活環境、特に水環境を守るためには、狩野川流域や駿河湾の環境

保全が欠かせません。生活排水の現況を振り返ってみると、未処理の排水が公共用

水域に流れ、汚濁負荷を大きくしていることが心配されます。これらを低減するこ

とで、健全な水環境を維持することは、本市および市民にとっても欠かせないもの

です。 

 

3－2－2 基本方針 

 

 

１．生活排水の負荷の低減 

対応する課題： 課題 1   課題３  

  生活排水は、一定量を超えて処理をせずに河川などへ放流すると、河川その

ものが持つ浄化能力には限界があるので、河川の汚濁が進むこととなります。

狩野川の上流地域が AA 類型でありながら、下流域では A 類型なのは汚濁分

が過負荷であることを示しています。生活排水が発生することは市民生活を行

う上で避けては通れませんが、排水中の汚濁負荷を減らすため、使用する洗剤

の低減や、廃食用油の適正な廃棄などについて、市民の皆様に啓発するととも

に、水質浄化についての正しい理解を広報することが必要です。 

２．生活排水処理の推進 

対応する課題： 課題 1   課題３  

  下水道整備区域及び農業集落排水処理区域における生活排水処理について

は、従来どおり下水道や農業集落排水処理施設による処理対象者の増加を誘導

します。それ以外の区域においては、合併処理浄化槽による処理を誘導するこ

とにします。特に、合併処理浄化槽の設置については、継続的に補助を行い、

未処理地域の解消を積極的に誘導していくこととします。 

  また、地域の実情に応じた効率的な施設整備を計画するために多様な観点か

ら経済的かつ適正な施設の整備を進めていきます。 

３．新たな施設整備 

対応する課題： 課題２  

  し尿・浄化槽汚泥の処理については、効率的で経済的な処理が可能になるよ

う、汚泥再生処理センターの整備を進めます。 

基 本 方 針 

<<基本理念>> 

公共用水域の汚濁負荷を低減し、安全で清潔な水環境の保全 
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3－2－3 基本方針達成のための役割 

公共用水域の水質保全を推進する上で、市民・事業者・市がそれぞれの役割を認

識して生活排水対策に取り組み、協働・連携して行動するとともに、ＰＤＣＡ※1を

徹底していくことが重要です。 

 

市民・事業者・行政の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1  PDCA：Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の４つのステップを繰り

返すことによって、事業を継続的に改善する手法。 

○市民は、生活雑排水は台所・風呂・洗濯場等が発生源であり、排出者であること

を認識し、水質保全の中心的役割として生活雑排水の削減に取り組みます。 

○し尿汲み取り便槽、単独処理浄化槽を使用している家庭は、生活雑排水が処理で

きるよう下水道、農業集落排水施設あるいは合併処理浄化槽を活用します。 

市 民 の 役 割 

○事業活動に伴って発生する油類、薬剤、その他の汚染物質については、適正な処

理が行えるよう処理施設を整備し、処理します。 

○また、生活排水については下水道、農業集落排水施設への接続または合併処理浄

化槽の設置により処理します。 

事 業 者 の 役 割  

○下水道、農業集落排水処理施設、合併処理浄化槽設置等の整備を普及・促進しま

す。 

○収集・運搬されたし尿、浄化槽汚泥は、清掃センターし尿処理施設及び土肥衛生

プラントのし尿処理施設で適正に処理・処分・資源化を行ないます。また、安全・

安定した処理を継続するために、新たに汚泥再生処理センターの整備を進めま

す。 

○市民・事業者に向けて、水環境や生活排水処理の重要性についての情報提供や学

習の機会を設け、自発的な活動を促すとともに、補助制度等の周知を図ります。

行 政 の 役 割  
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3－2－4 達成目標の設定 

本市における生活排水対策の現状を考慮しつつ、国、県の達成目標を踏まえ、生

活排水対策における取り組みを強化し水質浄化に寄与することが重要です。 

本計画に基づき市民・事業者・行政がそれぞれの役割を果たすことにより、次に

示す数値目標の達成を目指します。また、将来目標を次のとおりとします。 

 

 

 

生活排水処理率を平成 33 年度までに 72%以上とすることを目標とします。 

 

1．発生抑制・資源化に関する目標 

  下水道等の整備、水洗化率の向上に努め、生活雑排水流出による河川の水質

汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置整備を推進し、単独処理浄化槽か

ら合併処理浄化槽への転換を促していくことを目標とします。また、し尿処理

工程から排出された汚泥などは、資源として有効利用することを目標とします。

2．収集運搬に関する目標 

  計画収集区域から発生するし尿及び浄化槽汚泥を迅速かつ衛生的に収集を行

うことはもちろん、収集量に見合った収集体制の効率化・円滑化を図り、施設

への搬入量の変動を抑えるために計画的な収集を行うことを目標とします。 

3．中間処理に関する目標 

  中間処理量は、原則として計画収集区域から発生する汲取りし尿及び浄化槽

汚泥の全量とします。また、集落排水処理施設 3 地区の汚泥も汚泥も併せて受

け入れ処理します。なお、将来、汲取りし尿及び浄化槽汚泥の収集比率が変化

した場合にも、質的量的変化に対応できる運転条件を検討していくこととしま

す。 

4．最終処分に関する目標 

  最終処分については、適正に処理することを目標とします。 

5．資源化に関する目標 

  資源化については、水処理後に発生する汚泥を資源化し有効利用することを

目標とします。 

将 来 目 標 

生 活 排 水 処 理 の 目 標 値
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処理形態別人口の見通しを図3－2－1に示します。 

下水道人口は、平成22年度の実績値13,577人に対し、平成33年度には14,782人と

なる見込みです。 

農業集落排水処理施設人口は、平成22年度の実績値2,593人に対し、平成33年度

には2,513人となる見込みです。 

合併処理浄化槽人口は、平成22年度の実績値4,109人に対し、平成33年度には

5,547人となる見込みです。 

生活雑排水未処理人口（単独処理浄化槽人口＋し尿汲み取り人口）は、平成22年

度の実績値14,741人に対し、平成33年度には8,724人となる見込みです。 

生活排水処理率は、平成33年度までに約72％以上となる見込みです。 
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図 3－2－1 処理形態別人口の見通し 

 

3－3 生活排水処理基本計画 

生活排水処理基本計画における取り組みの体系を図3－3－1に示します。 
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図 3－3－1 取組の体系 
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番号 取組の内容

取組1 下水道への接続の推進

取組2 農業集落排水処理施設への接続の推進

取組3 合併処理浄化槽の整備促進

取組4 汚濁負荷の低減

取組5 資源化の推進

取組6 生活排水処理施設の利用促進

取組7 事業所における方策

取組8 し尿等の収集・運搬の推進

取組9 許可業者への指導

中間処理計画 取組10 適正処理の推進

最終処分計画 取組11 安全で安定した最終処分

施設整備計画 取組12 汚泥再生処理センターの整備

取組13 浄化槽の適正な維持管理

取組14 災害発生時の処理・処分

取組15 市民・事業者に対する広報・啓発活動

取組16 諸計画との整合

取組項目

発
生
抑
制
・
資
源
化
計
画

行政における方策

市民、事業者における方策

収
集
・
運
搬
・
処
理
・
処
分
・

施
設
整
備
等

収集・運搬計画

その他の事項
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